
「神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例施行規則」及び「防災計画指導指針」一部改正（案）の概要  

～防災計画の届出対象及び協議会対象建築物の見直し～ 

１．改正の趣旨 

本市では、建築物の防災性能の向上を図るため、不特定多数が利用する一定規模以上の建

築物や高さ 31メートルを超える建築物などを対象に、建築確認申請前に防災計画を作成し、

市へ届け出ることを神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例（平成 20年４月条例第１

号。以下「条例」といいます。）で義務付けています。 

これまでに建築基準法の改正によって、建築物の防火・避難規定について、合理化・性能

規定化が図られてきました。それにより、建築物の用途・規模によっては、提出された防災

計画についての指導の内容が、建築基準法を根拠に行われる建築確認申請の審査の内容と重

複する場合が多くなってきています。 

こうした状況を踏まえ、手続の合理化を図るため、神戸市建築物の安全性の確保等に関す

る条例施行規則（平成 20年６月規則第 11号。以下「規則」といいます。）の改正を実施

し、防災計画の届出の対象となる建築物について、見直しを行います。また、協議のために

設計者等が出席する防災協議会を省略できる建築物の対象範囲を見直す神戸市防災計画指導

指針の改正を行います。 

２．改正の概要 

（１）規則の改正 

・防災計画の届出を要しない建築物の改正（第４条） 

現在、高さ 31メートルを超える建築物は防災計画の届出が必要ですが、改正後は、共同

住宅注１の用途に供する建築物は高さ 31メートルを超えるものであっても届出を不要としま

す。ただし、非常用エレベーター注２を設ける場合や、延べ面積が 5,000平方メートルを超

える場合は引き続き届出が必要です。 

注１ 消防法施行令別表第 1(5)項ロに規定する共同住宅に該当するものに限ります。 

注２ 建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号）第 129条の 13の３第２項に規定す

る非常用エレベーターをいいます。 

 ・その他所要の改正【新設】（第 11条の２、第 12条の２、様式第３号の２～５） 

  ・条例第 22条第 1項ただし書及び第２項ただし書に基づく許可の申請（以下「許可申請」

といいます。）並びに第 49条の５第１項第７号の規定に基づく認定の申請（以下「認定申

請」といいます。）について、別紙のとおり、申請書の様式を定め、当該様式による申請書

を市長に提出することで行うことを定めます。 
・許可申請及び認定申請に対する諾否について、別紙のとおり、通知書の様式を定め、当

該様式による通知書を申請者に送付して通知することで行うことを定めます。 
・改正に伴う条ずれ等の所要の改正を行います。 

（２）防災計画指導指針の改正 

・防災協議会を省略する建築物の改正（第７条第２項） 

現在、小規模など一定の条件を満たす共同住宅に限り防災協議会を省略できますが、改

正後は、すべての共同住宅で防災協議会を省略できるようにします。ただし、非常用エレ

ベーターを設ける場合は引き続き防災協議会が必要です。 



３．施行予定日 

2026 年８月 
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